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Ⅱ災害に強い森林づく り  

 

施策の方向 

適切に管理さ れている 森林は、土砂の流出や崩壊と いった災害を未然に防ぐ 機能を高度に発揮し

ま す。 一方、 施業放置によ り 荒廃が進む人工林は、 こ の機能が低下し 、 災害が発生し た際に被害の

拡大の要因と なり ます。 こ れま で、 県及び市町村は施業放置林の解消に取り 組んでき ま し たが、 依

然と し て施業放置林は多く 存在し ていま す。 今後も 引き 続き 、 間伐を中心と し た保育の実施、 皆伐

後の再造林、 現地の状況に応じ た多様な手法によ る 混交林への誘導等の森林施業を促進し ま す。  

ま た、 伐採届をはじ めと し た森林計画制度や林地開発許可制度、 保安林制度等の森林法の規定を

適正に運用し ま す。 さ ら に、 山地災害の予防・ 復旧に迅速に取り 組むほか、 災害関連の情報を国・

市町村と 共有する などし て、 山地災害に適切に対応する 体制の構築を目指し ま す。  

 

現状・ 目標値 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  施策 

施業放置林の解消への

取組を 評価する 指標と

し て活用 

混交林への誘導整備面

積（ 期間累計）  

227ha 

(R3-6 累計)  

380ha 

(R8-12 

累計)  

森林施業の促進 

伐採届（ 皆伐） 等の審

査・ 指導等の強化を 評

価する 指標と し て活用 

市町村の伐採届に関す

る 事務を 県が受託し て

いる 市町村の割合 

26%  

(R6)  

62%  森林法の適正な運用 

被災危険度の高い危険

度Ａ 判定の危険地区に

おける 治山事業の実施

を 評価する 指標と し て

活用 

山地災害危険地区（ 危

険度Ａ ） における 治山

事業実施箇所数 

ー 

(6 箇所

(R7) )  

30 箇所 山地災害の予防・ 復旧 
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施策の概要 

 (1)森林施業の促進 

令和 7 年４ 月現在、 県内の人工林面積（ 171 千 ha） のう ち、 66 千 ha が施業放置状態と なってお

り 、 下層植生が消失し 土壌がむき 出し と なっている 特に深刻な施業放置林を整備し ま す。 適正に管

理さ れている 森林においても 、 林業の不振・ 林業従事者の高齢化等によ り 、 今後、 管理さ れない森

林が増加する こ と が懸念さ れる こ と から 、 施業放置林と なら ないよ う 間伐等の保育を推進し ま す。 

ま た、 針葉樹と 広葉樹が混交する 森林は、 地中部では根が複雑に張り 巡り 、 地上部では複数の樹

種・ 高さ の異なる 樹木と 草本類に覆われる こ と から 、 土砂が崩壊し にく く 、 崩壊し た場合にも 土砂

を受け止める 効果が高く なる ため、 ス ギ・ ヒ ノ キ人工林を混交林に誘導し ま す。  

加えて、 皆伐後、 再造林や天然更新さ れない造林未済地は、 こ のま ま 放置する と 土砂の崩壊等の

災害を誘発する 恐れがあり ま す。 そのため、 皆伐後の確実な再造林を図り ま す。  

 

目標 施業放置林の解消を推進し ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

施業放置林の解消への取組を 評価する

指標と し て活用 

混交林への誘導整備面積（ 期間累計）  227ha 

(R3-6 累計)  

380ha 

(R8-12 

累計)  

 

① 施業放置林の解消 

手入れが遅れ、 荒廃し たス ギ・ ヒ ノ キ人工林において、 間伐を進める こ と で森林の公益的機能を

回復さ せる と と も に、 広葉樹を植栽する こ と によ り 混交林への誘導を図り ま す。 ま た、 適正に管理

さ れている ス ギ・ ヒ ノ キ人工林が将来的に施業放置状態になら ないよ う 、 継続し て管理する 取組を

支援し ま す。  

 

 

 

 

  



30 

 

事業例 

○集落や道路等の近傍における 恒続林化の促進 

○市町村によ る 施業放置林整備の促進 

○森林経営管理法に基づく 市町村によ る 森林整備の促進 

○造林事業の促進（ 森林所有者・ 林業事業者実施）  

○保安林の計画的整備 

○目指すべき 森林（ 恒続林、 適正人工林、 自然林、 天然林） への誘導 

○航空レ ーザ解析によ る 施業放置林の実態把握 

 

② 混交林化（ 恒続林化・ 自然林化） の推進  

ス ギ・ ヒ ノ キ人工林において、 集落や道路等の近傍では恒続林への誘導を図り ま す。 ま た、 道路

から の距離が遠い、 地形が急峻等の林業経営の条件が悪い場所や標高が高く ス ギ・ ヒ ノ キ等の生育

が悪い地域の森林では、 自然林に誘導し ま す。  

 

事業例 

○恒続林化施業計画の作成・ 実施 

○県有林恒続林化モデル整備 

○県・ 市町村によ る 混交林化の推進 

○現地の状況に応じ た多様な手法によ る 混交林への誘導 

 

③ 皆伐後再造林の促進 

ス ギ・ ヒ ノ キ人工林の皆伐跡地は、 森林の公益的機能が損なわれた状態と なり 、 無立木の状態が

長 年続く と 土砂の崩壊の発生リ ス ク が高く なる こ と から 、伐採から 植栽ま での一貫作業や計画的な

再造林を促進し ま す。  

 

事業例 

○造林事業の促進（ 森林所有者・ 林業事業者実施）  

○花粉症対策苗の植栽への支援 

○伐採から 植栽ま での一貫作業への支援 

○ニホンジカ等によ る 食害防止対策への支援 

○「 奈良県伐採・ 更新施業のガイ ド ラ イ ン」 の周知・ 指導 
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 (2)森林法の適正な運用 

森林の防災機能を強化する ためには、 計画的な森林整備や無秩序な開発の抑制などが必要です。

森林法に規定さ れる 「 伐採届」 や「 林地開発許可の申請」、「 保安林での伐採に関する 届出・ 申請」

は、 森林所有者や林業事業者などが行う 伐採の計画・ 方法を管理する 重要な手続き と なり ま す。  

こ のため、 奈良県フォ レス タ ーを推進力に、 県と 市町村が連携し て構築し た新たな森林環境管理

体制のも と で、 伐採届等の内容を審査する と と も に、 伐採や植栽等が計画どおり に進めら れている

かを確認・ 指導する など、 森林法の適正な運用を図り ま す。  

 

目標 伐採届（ 皆伐） 等の審査・ 指導等を強化し ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

伐採届（ 皆伐） 等の審査・ 指導等の強

化を 評価する 指標と し て活用 

市町村の伐採届に関する 事務を 県が受

託し ている 市町村の割合 

26%  62%  

 

① 森林計画制度等の運用  

森林法に規定さ れる 伐採届を活用し 、長 期的な視点に立った計画的かつ適切な森林環境管理を推

進し ま す。 ま た、 無秩序な開発を抑制し 、 森林の有する 公益的機能を維持する ため、 森林計画制度

や林地開発許可制度に関する 業務の円滑・ 適正な運用に努めま す。     

 

事業例 

○奈良県フォ レ ス タ ーによ る 伐採届等の審査・ 指導 

○地域森林計画の作成 

○森林経営計画の認定（ 実施主体： 森林所有者、 林業事業者等）  

○林地開発許可申請の運用 

○関係部局や市町村等と 連携し た土地の改変に関する 協働監視・ 情報共有 

 

② 保安林制度の運用 

水源かん養、 県土保全など森林の公益的機能を発揮さ せる ため、 保安林の指定や適切な管理に関

する 業務の円滑・ 適正な運用に努めま す。  

 

事業例 

○保安林の指定、 解除 

○保安林に関する 各種届出・ 申請の審査・ 指導 
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(3)山地災害の予防・ 復旧 

気候変動に伴い局地的豪雨が頻発する 傾向にある こ と から 、山地災害が発生し やすい状況と なっ

ていま す。 平成 23 年の紀伊半島大水害では多数の山地崩壊が発生し 、 人家やラ イ フラ イ ンに大き

な被害を与えま し たが、最近では令和５ 年梅雨前線によ る 豪雨等によ り 新たな山地災害が発生し て

いま す。 地形が急峻で地質が脆弱な本県においては、 こ のよ う な山地災害の発生防止や被害の抑制

が課題と なっています。  

国では、 令和７ 年６ 月に「 第１ 次国土強靱化実施中期計画」 を閣議決定し 、「 推進が特に必要と

なる 施策」 と し て「 山地災害危険地区等における 治山対策」 を位置づけていま す。 県においても 優

先度の高い被災箇所の計画的な復旧を図り つつ、 被災危険度の高い山地災害危険地区（ 以後「 危険

地区」 と いう 。） における 重点的な山地災害の発生予防に努めま す。  

 

目標 被災危険度の高い危険地区において、 治山施設の整備を推進し ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

被災危険度の高い危険度Ａ 判定の危険

地区における 治山事業の実施を 評価す

る 指標と し て活用 

山地災害危険地区（ 危険度Ａ ） におけ

る 治山事業実施箇所数 

ー 

(6 箇所 

R7)  

30 箇所 

 

① 山地災害の予防 

被災危険度の高い山地災害危険地区において、 治山施設の整備等を推進し ま す。  

 

事業例 

○山地災害を未然に防止する ための治山施設整備等 

 

② 山地災害の復旧     

豪雨等によ り 発生し た山地災害を復旧する ための施設整備に取り 組みま す。  

 

事業例 

○山地災害を復旧する ための治山施設整備 
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Ⅲ持続的に森林資源を供給する 森林づく り  

 

施策の方向 

森林は、 木材をはじ め、 木の実・ き のこ 類等の食材、 漆等の工芸品の原料など様々な資源を供給

し ま す。 森林資源を生産する こ と は、 管理のために定期的に森林に入る こ と に繋がり 、 それによ り

森林の環境が維持さ れる と いう 好循環が生ま れま す。 また、 適切に管理さ れた森林から は、 清浄な

水が小川に流れ出る などの副次的な森林資源も 供給さ れま す。  

こ のよ う な森林資源を持続的に生産し 、 森林から 安定的に収益を得る こ と ができ る よ う 、 奈良県

フォ レ ス タ ーと 市町村が連携し て森林経営計画などの計画作成を促進する と と も に、林業機械化や

路網整備の推進、 森林資源情報の把握など生産基盤の強化を図り ま す。  

さ ら に、 森林から 供給さ れる 木材の利用は、 二酸化炭素を固定し 続け化石燃料の利用を抑える こ

と と なり 、 温室効果ガス の排出の抑制にも 繋がる こ と から 、 木材の搬出支援や未利用材の搬出促進

などを図り ま す。  

 

現状・ 目標値 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  施策 

森林経営計画策定の進

捗を 評価する 指標と し

て活用 

森林面積に対する 森林

経営計画策定率 

5%  

（ R5）  
11%  計画作成の促進 

生産基盤の強化度合い

を 評価する 指標と し て

活用 

素材生産の生産性（ 間

伐）  
3.2 ㎥/人日 4.5 ㎥/人日 生産基盤の強化 

木材搬出促進を 評価す

る 指標と し て活用 

木材生産量 

（ A 材・ B 材・ C 材）  

16.9 万㎥/年 

A:5.5 万㎥/年 

B:2.2 万㎥/年 

C:9.2 万㎥/年 

22 万㎥/年 

A:11 万㎥/年 

B:2 万㎥/年 

C:9 万㎥/年 

木材搬出の促進 
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施策の概要 

(1)計画作成の促進 

本県は、 森林の所在する 市町村以外に居住する 不在村者が所有する 森林の割合が高いこ と から 、

森林所有者の特定ができ ない森林や、 所有境界が不明確な森林が多く 存在し ていま す。 ま た、 小規

模経営（ 5ha 未満） の林家が 88％を占めている こ と から 、 林業の基盤と なる 路網の整備に支障が生

じ たり 、 伐採搬出作業が非効率と なる 原因と なっていま す。 今後さ ら に森林所有者の高齢化や相続

によ る 世代交代が進むなか、 効率的な森林整備を推進し 、 地域の森林を持続的に管理経営し ていく

ためには、 長 期的な森林経営計画の策定が必要です。  

こ のため、奈良県フォ レス タ ーを中心と し て、県、市町村、森林組合、林業事業者等が連携し て、

森林所有者の特定や境界の明確化、 施業の集約化を支援し 、 森林経営計画の策定を促進し ま す。  

    

目標 森林経営計画の策定を推進し ま す。  

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

森林経営計画策定の進捗を 評価する 指

標と し て活用 

森林面積に対する 森林経営計画策定率 5%  

（ R5）  

11%  

 

① 森林境界明確化の促進  

小規模所有森林の施業を集約化する ために、 森林所有者の特定ができ ない、 境界が不明確な森林

について、 奈良県フォ レス タ ーと 県林業普及指導職員、 市町村、 森林組合、 林業事業者等が連携し

て、 森林所有者の特定及び境界の明確化を促進し ま す。  

 

事業例 

○市町村によ る 森林の境界明確化作業の促進 

○航空レ ーザ測量によ る 森林資源情報の活用促進 

○森林ク ラ ウ ド の構築・ 運営 

 

② 集約化設定及び森林経営計画の策定促進  

計画的な森林施業を推進する ため、 奈良県フォ レス タ ーと 県林業普及指導職員、 市町村、 森林組

合、林業事業者等が連携し て小規模所有森林の施業を集約化し 、森林経営計画の策定を促進し ま す。 

ま た、 研修会の開催やアド バイ ザー派遣等の支援を併せて実施する こ と によ り 、 J-ク レ ジッ ト （ 森

林経営活動） の登録の前提と なる 中長 期的な森林経営計画の策定を推進し ま す。  

 

事業例     

○森林所有者、 林業事業者等によ る 森林経営計画策定の促進 

○J-ク レジッ ト 制度への登録・ 認証の促進（ アド バイ ザー派遣・ 研修会の実施等）  



35 

 

(2)生産基盤の強化     

本県における 林内路網密度（「 公道等」、「 林道」 及び「 作業道」 の現況延長 の合計を森林面積で除

し た数値。） は、全国平均 27.0m/ha に対し 、19.8m/ha（ R5） であり 、 林業機械の導入についても 、

人工林面積 10,000ha 当たり の導入機械台数は、 全国平均 14.9 台に対し て奈良県は 8.6 台(R5)と な

っていま す。  

森林から 安定的に木材を生産する ため、 森林経営計画や恒続林化施業計画等と 連動さ せ、「 林道

の整備」、「 奈良型作業道の整備」、「 高性能林業機械等の導入」、「 架線集材施設の設置」 等の生産基

盤の強化を図り ま す。  

ま た、 効率的な木材生産を行う ため、 航空レーザ測量によ る 精度の高い森林資源情報・ 詳細な地

形情報を整備し 、 その解析データ を市町村に提供し 活用を促進し ま す。  

 

目標 林内路網整備、 高性能林業機械等の導入、 架線集材施設の設置など によ る 生産基盤の強

化を図り ま す。  

 

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

生産基盤の強化度合いを 評価する 指標

と し て活用 

素材生産の生産性（ 間伐）  3.2 ㎥/人日 4.5 ㎥/人日 

 

 

① 作業シス テムの効率化及び機械化の推進  

大規模集約化団地における 作業シス テムの効率化を図る ため、 森林組合、 林業事業者等に対し て

「 高性能林業機械等の導入」 及び「 架線集材施設の設置」 を支援し ま す。  

 

事業例 

○高性能林業機械等の導入支援（ 森林組合、 林業事業者等）  

○架線集材施設の設置支援（ 森林組合、 林業事業者等）  

○奈良県林業機械化推進センタ ーの運営 
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② 路網整備の推進 

県・ 市町村等が整備・ 管理する 林道を基軸にし て、 森林組合、 林業事業者等が、 集約化団地等に

おいて効率的な木材搬出を行う ために実施する 枝線の作業道（ 奈良型作業道） 整備を促進し ま す。 

 

事業例 

○県・ 市町村によ る 林道整備 

○森林組合、 林業事業者等によ る 奈良型作業道整備の促進 

 

 

 

③ 森林資源情報等の整備・ 活用 

路網整備、 木材生産を効率的に促進する ため、 森林 GIS 等を活用し て、航空レ ーザ測量によ り 精

度の高い森林資源・ 地形情報を計画的に整備し 、 活用を図り ま す。 また、 県・ 市町村・ 林業事業者

等において、 森林ク ラ ウ ド を導入する こ と によ り 、 森林資源情報のさ ら なる 利活用の推進を図り ま

す。  

 

事業例 

○航空レ ーザ測量によ る 森林資源・ 地形情報のデータ 化 

○森林ク ラ ウ ド の構築・ 運営 

○市町村・ 林業事業体等と の情報の共有及び利活用の促進 

 

④ 県営林の森林整備の推進 

恒続林への誘導技術の普及定着のため、 モデル的に整備する など、 県営林の計画的な整備・ 管理

を行いま す。  

 

事業例 

○県営林の整備（ 保育、 木材生産）  

○県有林恒続林化モデル整備 
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⑤ 経営改善・ 合理化支援の制度融資 

林業・ 木材産業改善資金、 木材産業等高度化推進資金の制度融資によ る 支援を行いま す。  

 

事業例 

○林業・ 木材産業改善資金によ る 融資 

○木材産業等高度化推進資金によ る 融資 

 

⑥ 森林資源を活用し た山村地域の活性化 

県産材（ 加工品を含む） 及び地域の特用林産（ き のこ 、 山菜等） など を地域資源と し て発掘し 、

販売促進を図る こ と によ り 、 山村地域の活性化を図り ま す。  

 

事業例 

○山村振興計画（ 市町村） の策定・ 見直し によ る 地域活性化の促進 

  



38 

 

(3)木材搬出の促進 

新たな森林環境管理制度の推進に合わせ、 奈良県フォ レス タ ー、 市町村、 森林組合等の連携を強

化し 、 施業地から の木材搬出（ A 材・ B 材・ C 材） を促進し ま す。  

恒続林や自然林への誘導によ り 発生する 木材（ 未利用材含む） の搬出についても 積極的に取り 組

みま す。  

 

目標 施業地から の計画的な木材搬出（ A 材・ B 材・ C 材） を促進し ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

木材搬出促進を 評価する 指標と し て 

活用 

木材生産量 

（ A 材・ B 材・ C 材）  

16.9 万㎥/年 

A:5.5 万㎥/年 

B:2.2 万㎥/年 

C:9.2 万㎥/年 

22 万㎥/年 

A:11 万㎥/年 

B:2 万㎥/年 

C:9 万㎥/年 

 

① 計画的な集約化施業の推進 

森林所有者、 森林組合、 林業事業者等が行う 、 森林経営計画等に基づいた計画的な森林施業を促

進し ま す。  

 

事業例 

○森林経営計画等に基づく 造林事業の促進（ 森林所有者、 森林組合、 林業事業者等実施）  

○A 材・ B 材・ C 材の効率的搬出の促進 

○搬出木材の山土場から 市場等への運搬支援（ 森林組合、 林業事業者等）  
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② 事業者連携 

施業地を集約化し 、森林の伐採・ 搬出作業をよ り 効率化する ため、森林組合、林業事業者等が各々

の能力、 強みを活かし た事業者間連携を促進し ま す。  

 

事業例 

○木材安定供給団地等における 事業者間連携の促進 

 

③ 未利用材の搬出促進 

施業放置林等を恒続林や適正人工林等に誘導する 際に発生する 間伐材等について、出来る 限り 未

利用材と なら ないよ う 、 その搬出を促進し ま す。  

 

事業例 

○搬出木材の山土場から 市場等への運搬支援（ 森林組合、 林業事業者等）  

○林地残材を売り たい森林所有者と 林地残材を買いたい事業者と のマッ チング支援 

○C 材を含めた全木材の効率的搬出の促進 

 

  


